
8

昭和36年6月12日　毎月15日発行　平成28年8月15日発行　第716号

8倉敷Kurashiki chamber of
commerce & industry
倉敷商工会議所会報

vol.716 August 2016

㈱ニチイ車輌 ＴＡＸ倉敷

地域と協働85年
もっと知ってもらおうキャンペーン実施中!!

会報のデータ配信推進中

９月18日　高梁川流域「倉敷三斎市」
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表紙写真

６月に従来のお店をリニュー
アルし、軽四専門店として中
古車のみならず、新車の１万
円リースを販売しています。
スタッフが丁寧に説明させて
いただきますのでお気軽に
ご来店下さい。

◦会員事業所健康診断 ◦優良商工従業員表彰 ◦職場定着支援セミナー
◦増客増収セミナー ◦人材育成セミナー ◦資金繰りセミナー
◦メンタルヘルスセミナー ◦大衆演劇祭り ◦助成金活用術セミナー
◦ホームページ問合せ数アップセミナー

倉敷市中島の美容室BABY MODE内に脱毛&エステサロンを2015年8月5日にオープン致
しましたbaby angel（ベビー エンジェル）です。

安全性の高い純国産の脱毛機を使って施術をさせて頂いております。脱毛、光フェイシャル、
痩身、DNA解析で分かる美容法、健康法などの魅力あるメニューを取り揃えております。

只今1周年記念キャンペーンを行ってます！ 男女問わずご来店をお待ちしております！

中島
交差点

水
島
臨
海
鉄
道

429

188

396

277

倉敷自動車教習所

baby angel
baby angel
〒７１０－０８０３ 倉敷市中島２３７０－３５ BABY MODE店内

TEL ４４１－１１８２
（ご予約専用）080-2899-1265

営業時間／9:３０〜１9:００（完全予約制）
受付時間／１７:００まで（要相談）
定 休 日／毎週月曜日、 第1火曜日、 第3日曜日
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東京ディズニーシー１５周年スペシャルパレード

第
46
回　

倉
敷
天
領
夏
祭
り

新渓園での将棋大会を皮切りに、駅北のア
リオ倉敷では倉敷小町最終審査や、中央通り
をメインに音楽隊パレード、倉敷天領太鼓など
色々なイベントが行われ、19万8000人の人出
でにぎわいました。中でも今回特別に「東京ディ
ズニーシー１５周年スペシャルパレード」が行わ
れ、例年以上の盛り上がりを見せました。夕方
からは、出場者３,５８５人による「代官ばやし踊
り」や「ＯＨ！代官ばやし踊り」が行われ、今
年も倉敷天領夏祭りは賑やかに終了しました。

“やっぱり、倉敷！”をテーマに
今年の倉敷天領夏祭りは、
７月２3日（土）に開催されました。

浅井那月さん／澤 味加さん／三宅麻央さん

倉敷小町第34代

天領夏祭 り 賞

東小学童保育しらかべキッズとファミリー（参加人数130名）
正調代官ばやし踊り

倉敷天領太鼓

音楽隊パレード

将棋大会あでっこみこし

倉敷千歳楽チアリーディング

平櫛バレエスクール倉敷教室（参加人数4５名）
ＯＨ！代官ばやし踊り
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第６０回水島港まつりが７月３０日（土）・３１日（日）の２日間、メイン通りに沢山の七夕かざりが
華やかに飾られた水島商店街を中心に開催されました。初日は小ざくら保育園児による鼓笛隊
演奏や、市民総踊り、提灯パレードが繰り出され、ステージでは仮装フェスタ等のイベントが
行われ会場を大いに沸かせました。２日目の水島港まつりは、軽快なリズムにあわせて踊る「夢
Ｋｏｉ・ｋｏｉ！」でクライマックスに達しました。
また、今回は「くまモン」が来場して熊本地震災害復興支援による義援金受付や熊本県特産
品販売会が行われました。

第60回

水
島
港
ま
つ
り

夢Ｋｏｉ！コンテスト夢Ｋｏｉ！コンテスト

「くまモン」の復興支援ステージ

七夕かざり最優秀賞(ﾀｶﾊシｶﾒﾗ)

市民総おどりコンテスト入賞(ＪＦＥスチール) 市民総おどりコンテスト仮装賞優勝(仁科百貨店)

七夕かざり優秀賞(ingコーポレーシｮン)

仮装パフォーマンス
表彰式

熊本地震災害復興支援
(熊本特産品販売会)
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9月　倉敷商工会議所カレンダー
　倉敷商工会議所問い合せ先qqq　TEL 424-2111  FAX 426-6911　http://www.kura-cci.or.jp

平成20年3月11日に
認証・登録されました

金 融 相 談（10：00〜15：00）倉敷
組 合 相 談（10：00〜15：00）倉敷
Ｉ Ｔ 相 談（10：00〜12：00）倉敷
環境経営相談（14：00〜16：00）倉敷

知的財産相談（10：00〜12：00）倉敷
法 律 相 談（14：00〜15：30）倉敷
　 　〃　 　（14：30〜16：00）水島

無料相談は、電話による予約制です。
（相談時間は一人30分）中小企業相談所
【電話424－2111】まで予約ください。

1 木 友引

2 金 法律相談（倉敷）先負

3 土 仏滅

4 日 大安

5 月 赤口

6 火 先勝

7 水 友引

8 木 知的財産相談 先負

9 金 ＩＴ相談 仏滅

10 土 大安

11 日 赤口

12 月 先勝

13 火 ２・３級福祉住環境コーディネーター検定申込受付開始（〜10/14）� 金融相談・環境経営相談 友引

14 水 先負

15 木 仏滅

16 金 金融相談・組合相談 大安

17 土 赤口

18 日 高梁川流域「倉敷三斎市」 先勝

19 月 敬老の日 友引

20 火 ２・３級カラーコーディネーター検定申込受付開始（〜10/21） 先負

21 水 仏滅

22 木 秋分の日 大安

23 金 赤口

24 土 先勝

25 日 友引

26 月 先負

27 火 ２・３級ビジネス実務法務検定申込受付開始（〜１０/2８）� 環境経営相談 仏滅

28 水 法律相談（水島） 大安

29 木 赤口

30 金 先勝

入会員新
事 業 所 名 業　　　　種 所　在　地

㈱パワープラント 造園・土木・珈琲豆販売 藤戸町天城３０８

ＣＡＦＥ＆居酒屋Ｌｅｔ’ｓ剛 飲食業 中島８2８－１ 都市開発ビル中島１Ｆ

幡上製作所 家具・建具製造 二日市2０７－９

ＧＦＳトランスレーション 尺八演奏、外国語翻訳、ウェブサイト制作 生坂７０－2

㈱ブラウデザイン 金型製造 児島稗田町2５６９－３１

カワケンアース 建設業 北畝１－22－１

㈱アーネスト 相談支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所 片島町４５６

Ｍｏｍｏｎｏ�Ｔｒａｄｉｎｇ 日米ビジネスに興味がある方へのコンサルタントサービス、物品の
日米間（海外）の輸出入・販売（アメリカコロラド州に姉妹会社があり） 岡山市中区湊2８６－６
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第3１回中国地方商工会議所
女性会連合会「福山大会」

第３１回中国地方商工会議所女性会連合会「福山大会」が平成2８年７
月１2日（火）福山ニューキャッスルホテルで開催され、倉敷商工会議所女
性会からは大森会長以下１2名が参加しました。
羽田福山市長のご挨拶があり、「ばらのまち福山」１０００本の苗にひ
とりひとりの想いを込めて始まったローズマインド（思いやり、助け合いの
心）のまちづくりは、今では100万本へとつながっていると述べられました。
広島女性会からは、「小学6年生を対象に自由に表現したたくさんの習字が集まり、子どもたちの平和への想いを広
く皆様へお伝えすることが出来た」と活動報告がありました。胸を打たれ、心にしみた記念式典でした。
記念講演は「女性活動推進と本音と建前」と題して、アナウンサーの横山雄二氏が登壇。女であることを武器に
して、楽しむことが出来る女性の魅力、楽しみ方を知っているから女性は表情が柔らかい。話術はコミュニケーショ
ンを高め、ムードメーカーになると周りを明るくすることが出来るなど、巧みな話術で話してくださいました。
懇親会は喜多流初の女性能楽師の舞、社交ダンス等が披露され、とても素晴らしい懇親会でした。

各種会議・講習会・講演会・展示会・パーティーなどお気軽にご利用ください。

第1・2会議室

◦使用基本料金表（消費税込）
階別 室　　名 坪　数 定員 半 日 全 日 夜 間 冷暖房料 備　　考

1
第1・2会議室 41.82（14.4m×9.6m） 60 12,740 22,460 14,360 540
第 1 会 議 室 20.91（ 7.2m×9.6m） 30 6,480 11,340 7,230 320 可動間仕切第 2 会 議 室

２ 第 ３ 会 議 室 37.11（12.5m×12m） 40 13,280 23,540 14,580 590 円型固定席

３

第 ５ 会 議 室 56.72（15.6m×12m） 80 14,360 25,810 15,660 700
第6・7会議室 16.70（11.5m×4.8m） 30 5,290 9,390 5,610 320
第 6 会 議 室  8.35（5.75m×4.8m） 15 2,800 4,960 3,130 210 可動間仕切第 7 会 議 室

【注】 1．冷・暖房料は1時間あたりの料金（冷房期6月〜9月、暖房期12月〜3月）
2．倉敷商工会議所会員は基本料金の20％引
3．展示室でのご利用は基本料金の30％増
4．日曜・祭日使用の場合は基本料金の30％増（展示会の場合は展示料金の30％増）
5．使用時間　 全日9：00〜17：00　夜間17：30〜20：30　 終日9：00〜20：30
　　　　　　　午前9：00〜13：00　午後13：30〜17：00 申込み 総務課 Tel 424−2111

商
工
会
館
会
議
室
利
用
の
ご
案
内

展示風景 第5会議室 第3会議室 第6・7会議室



青年部

28年度スローガン 倉 敷 S u r p r i s e！

 倉敷商工会議所青年部！！
ひろげませんか 異業種交流の輪！

ただいま、会員募集中。詳しくは、当会議所事務局へ。
http://www.kurashiki-yeg.jp/

2025年10月、お陰さまで創業100年を迎えます。100周年

ササベ印刷
GRAPHIC COMMUNICATION

〒710‒0806　倉敷市西阿知町西原 1327
TEL（086）466‒1111㈹　FAX（086）466‒0456

E‒mail:info@sasabe.co.jp

株式
会社
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平成28年度倉敷商工会議所青年部で常任理事を拝命し
た田仲学と申します。今年度は例会委員会と拡大･研修委
員会を担当しております。
昨年は例会委員会で委員長を一年間務めてさせて頂き
ました。昨年の経験を生かし委員長を一つ上の立場でサ
ポート出来るように頑張っております。
倉敷YEGは年々会員数も増え平成28年度現在170名を
超す勢いの団体となっております。
これだけの団体を一堂にまとめ同じ方向へと導く為に
は例会は必ず必要なものです。
会員の例会に対する意識の向上を目指し、より多くの
人に参加をして頂けるように今年度は他の委員会の協力

も得ながら毎月さまざまな思考で例会を設営しております。
会員全体で一致団結できる場として、より一層の出会
いと交流の場となるように、そして経営のチャンスやヒ
ントに繋がるように努めております。
中田会長を筆頭に倉敷YEGを盛り上げ、倉敷全体を盛
り上げていきましょう。

倉敷商工会議所青年部平成2８年度例会委員会委員長を
務めます佐藤健太と申します。

本年度は、中田会長
のスローガン「倉敷
Surprise!」のもと現在
169名の会員で活動して
おります。その会員が
毎月一度集まり開催す
るのが例会です。当委

員会はその例会を１年間担当致します。例会には、目的
があり会員が集い会長の挨拶を拝聴する事、会員同士の
交流や情報交換、そして新たな学びです。本年度倉敷商
工会議所青年部は20周年を迎えます。
20年の長きにわたり私たちは、あらゆる形で例会を開
催してまいりました。
そして、多くの出会いや学びがありました。本年度も
例会が会員の皆様にとってより良い出会いや学びの場に
なるよう例会を設営してまいります。

倉敷商工会議所青年部
平成2８年度例会委員会委員長

佐藤　健太

倉敷商工会議所青年部
平成28年度常任理事　田仲　学



←至玉島
JR倉敷駅

山陽本線

美術館●
中央図書館●
自然史博物館

大原
美術館

市民会館

美観地区

●

●

●

倉敷物語館

至岡山→
429

倉
敷
川

入 館 料：無料 
開館時間：４月〜11月：9:00〜21:00
休 館 日：12月29日〜翌年1月3日

会　議　室：１部屋�440円／１時間
和   室：５部屋…３５０円／1時間
多目的ホール：1部屋…44０円／1時間
＊営業目的の場合は上記の倍額

【倉敷まちづくり㈱ホームページ】http://kmc.jp.net/
◦お問い合わせがございましたらこちらまで。
〒710－0055 倉敷市阿知2丁目23番18号 TEL(086)435－1277

倉敷物語館
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http://www.kurashiki-tmo.gr.jp

URL　http://www.kurashiki-tmo.gr.jp　倉敷商工会議所くらしきTMO　☎424−2111㈹

高梁川流域「倉敷三斎市」がスタートしてから初め
てとなる出店者交流会と平成2８年度後期出店区画の
発表が８月２日（火）に倉敷商工会館で開催され、よ
り良い運営に向け当所青年部のメンバーと出店者が
懇談しました。
交流会には約３０名が出席し、開会にあたり「倉敷

三斎市」実行委員会�藤木達夫委員
長が挨拶。半年間の継続出店を希
望する方の区画を発表した後、出
店料や食品衛生関係など、出店に
あたっての連絡事項を説明しまし
た。
引き続き、リニューアルの内容や４月以降の実績、
今後のスケジュールについて映像をまじえて説明。出
店者からは「ホームページやテレビ番組でのＰＲをよ
りしっかり行ってほしい」「各出店者の出店場所や販
売商品などの分かりやすい案内表示が欲しい」など、
前向きな意見が多く寄せられました。
なお、今後の「倉敷三斎市」での地域デーの予定は、
以下の通りです。各地域の特産品販売や地域にまつ
わるイベントを実施予定です。

◦９月18日（日） 矢掛デー ◦10月1６日（日） 玉島デー
◦11月２0日（日） 井原デー ◦1２月18日（日） 総社デー

高梁川流域 「倉敷三斎市」

出店者交流会

“中秋の名月”は倉敷物語館へ～お月見イベントのご案内～

月が〜出た出た〜♪　月が〜出た〜♪　あ、よいよい。今年も来ました〜、中秋の名月。
今年の十五夜は9月１５日（木）です。倉敷物語館では中秋の名月にちなんだお月見会を連休の中日に開催します。

当日は、琴の生演奏を実施、さらに倉敷物語館内「みんなのぽっ♪カフェ」ではオリジナルのお月見団子も楽しめます。
その他にも楽しいイベント盛りだくさんですので、お月見は是非、倉敷物語館へ！
詳しくは倉敷物語館（435-1277）受付まで。

当日限定！
おいしい
お月見団子

19:00～
『お月見らいぶ』
和楽器の生演奏

第５回
中秋の名月

in 倉敷物語館
平成28年9月18日(日)
18：00～20：00



⃝プロフィール
昭和５５年に三越倉敷店
の開設準備室で赴任
以来30年倉敷に住んで
います。

⃝事務所
倉敷市鶴形１丁目鶴形
ビル2Ｆ
山口行政書士
社会保険労務士事務所

⃝電話
086-426-1117

⃝主な仕事
起業支援、遺言・相続、
障害年金（うつ）、賃金
計算、個別紛争

？ご存ですか？知
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倉敷税務署だより

消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者とは？
個人事業者の方で、平成27年分の確定消費税額（地方消費税は含みません。）が48万円を超える方は、消費税及び

地方消費税の中間申告と納付が必要です。
　注「確定消費税額」とは、中間申告対象期間末日までに確定した消費税の年税額（申告書⑨欄の差引税額）をいいます。

中間申告の方法と納付　次の２つの方法があり、いずれかの方法によることができます
1　前年実績による中間申告

平成27年分の確定消費税額に応じて、次により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中
間申告書」及び「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提
出するとともに、納付書により消費税及び地方消費税を納付してください。
平成27年分の
確定消費税額

中間申告・
納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限

48万円超
400万円以下 年１回

平成27年分の確定消費税額の12分の
6の消費税額とその63分の17の地方
消費税額

平成28年8月31日（水）
（振替納税利用の場合の振替日）

平成28年9月28日（水）
400万円超 詳細は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご確認ください

2　仮決算に基づく中間申告
事業状況が平成27年分と著しく異なる場合などは、上記1の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみ

なして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により、中間申告・納付することができます。
注・この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。
 ・仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。

（
重
要
）

※�中間申告の期限までに中間申告書を提出されなかった場合でも、上記「1　前年実績による中間申告」の消
費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しますので、納付期限までに必ず納付してください。

（
お
知
ら
せ
）

①消費税及び地方消費税の中間申告は、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」をご利用できます。
②消費税及び地方消費税（個人事業者）の納税には、便利な振替納税を是非ご利用ください。
 振替納税を利用するために必要な振替依頼書は、国税庁ホームページから入手できます。

3　社会保障・税番号制度の導入について
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告書から個人番号を記載

していただくことになっています。
社会保障・税番号制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の「社会保障・税番号制

度について」をご覧ください。
なお、「社会保障・税番号制度について」のページは、国税庁ホームページのトップページにある「社会保障・税番号制度」

の入り口からアクセスすることができます。

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
中
間
申
告
と
納
付

２０歳前障害に係る初診日証明の見直し
子供（３０歳）が１５歳で、てんかんを発症、

２０歳過ぎから本格的な治療を始めました。
最近大発作が続くため「２０歳前の障害基礎年金（２０
歳前障害）」の請求を考えています。１５歳で受診
の病院が廃業、医師からの初診日証明（医証）を
用意できませんが、請求はできますか。

初診日証明の扱いが平成２７年１０月1日よ
り見直されました。医証がない場合でも⑵

に掲げる参考資料や第三者証明の添付により、本
人申立の初診日が認められる場合があります。あ
きらめずに請求しましょう。
⑴初診日証明が見直された理由

初診日証明は医証によるのが大原則です。しか
し、精神疾患や内部疾患の増加に伴い、傷病の発
生や受診から相当の期間を経て、重症化により障
害年金を請求する事案が増加していますが、カル
テの法定保存期限5年の経過、廃院等により医証
を用意できず、障害年金を受給できない問題が発
生しています。そのため、２０歳前障害に限らず、
初診日を合理的に推定できる参考資料を提出でき
れば、できるだけ本人申立による初診日を認める
こととする見直しがなされました。
⑵医証がない場合の証明手段
●参考資料：２番目以降に受診した医療機関の医

証、前医の紹介状、医療サマリー、身障者手帳、
母子手帳、学校の健康診断記録等、幅広い資料
が考えられます。これらの提出により明らかに
２０歳前に受診していたと確認されれば、本人申
立の初診日を認められる場合があります。

●第三者証明：２０歳前障害は給付内容が単一であ
り、本人が少なくとも２０歳前に医療機関で請求

傷病の診療を受けていたことが明らかであると
いうことが確認されればよいことから、初診日
証明が第三者証明のみの添付であっても、第三
者証明の内容を総合的に勘案の上、本人申立の
初診日が認められる場合があります。
⑶第三者証明による申立てとは
①第三者証明をする者

本人の民法上の三親等以内の親族を除く方、医
療従事者等（本人が受診した医療機関の担当医師、
看護師その他の医療従事者）です。申立内容につ
いて相当程度信憑性が高ければ、単数の第三者証
明でも可能です。
②第三者証明をする者の申立内容の留意点
◦本人の初診日頃または２０歳前の時期の受診状況

を直接的に見て認識していた場合、その見てい
た受診状況の申立て
◦本人やその家族等から、請求者の初診日頃また

は２０歳前の時期に、その２０歳前の時期の受診状
況を聞いていた場合、その聞いていた受診状況
の申立て
◦本人やその家族等から、請求時から概ね5年以

上前に請求者の初診日頃または２０歳前の時期の
受診状況を聞いていた場合、その聞いていた受
診状況の申立て

☆実務的には、参考資料として取得可能なものは
すべて用意して、事案によっては第三者証明の
添付等で信憑性を高め、確認してもらうことが
大切です。
なお、２０歳前障害以外については、一部取扱い
が異なります。

Q

A
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No.133

2

●

倉敷
製帽

●どんどん亭

㈱グッドキーパー

西田
交差点

日間
交差点

加須山
交差点

152

74

152

代表取締役

宮本　寛�氏

害虫駆除なら
害虫ハンターへ！

皆様はじめまして。株式会社グッドキーパー代表取締役の宮本寛

と申します。

当社は、２01６年３月に設立したばかりの新しい会社です。

五日市に事務所を開設し、毎日元気に働いております。

弊社の事業は、害虫駆除事業です。シロアリ・ネズミ・ゴキブリ・

イタチ・ハチの駆除業務を行っております。その他に、飛来虫・不

快害虫などの駆除業務、皆様が駆除を依頼される害虫はすべて駆

除対象となっており施工しています。

害虫の種類で施工方法が違うので、ここで弊社の施工方法をご

紹介いたします。

シロアリ施工は、床下の木部・土壌に薬剤散布しシロアリから建

物を守ります。弊社では、予防・駆除施工も同じ施工方法で行います。

ネズミ施工は、生息場所を特定し粘着シート・毒エサ・忌避剤な

どの施工方法を行います。

ゴキブリ施工は、まずモニタリングを行います。モニタリングで粘

着シート・毒エサなどの施工方法を変えていきます。

イタチ施工は、生息している場所にトラップを仕掛け捕獲します。

施工場所はさまざまで天井裏や床下などに設置いたします。

ハチ施工は、防護服を着用し巣を撤去します。その後、巣があっ

た場所に忌避剤を散布します。忌避剤散布は駆除した場所に巣を作

らせないためです。

まだまだ、害虫駆除対象はあり他の施工方法もありますのでホー

ムページやウェブサイトでご確認下さい。

弊社では、ホームページ・ウェブサイト・ソーシャルネットワーキ

ングサービスに力をいれております。特にホームページは明確に分か

りやすく作っていますので、新規のお客様の受注に繋がっています。

設立して間もない会社ではありますが、これからもっとお客様にい

い物・いい施工方法を提案・提供し倉敷を住み良い街にできたらい

いなと思っています。

施工風景

調査風景

ホームページ画像

〒７１０-００４１　倉敷市五日市７０－１
ＴＥＬ ０８６-４４１-８５2８
ＦＡX ０８６-４2３-０１１１
E-mail miyamoto@gaichuu.jp
http://www.gaichuu.jp/

株式会社グッドキーパー
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倉敷市保健所保健課
精神保健係
〒710−0834 倉敷市笹沖170
TEL 434―9823　FAX 434―9805

倉敷市保健所は、市民の健康づくりと
生活習慣病予防を応援します。

保健師 永禮真理子

倉敷労働基準監督署平成28年度全国労働衛生週間が始まります！

◎お問い合わせ先
 倉敷労働基準監督署 TEL：086－422－8177まで

ゲートキーパーの役割
〜ゲートキーパー研修（出前講座）実施中！皆様の職場へ、ぜひ出向かせて下さい〜

倉敷市では、毎年自殺者が80人前後で推移しており、10・20歳代の若い世代や30～60歳代の働き盛りの男性が多い
傾向です。今年2月には「倉敷市自殺対策基本計画」を策定し、自殺対策を総合的に推進しています。自殺には健康問
題のみならず、家庭問題や経済・生活上の問題、勤務問題等様々な要因が関与しており、サインは誰に出されるか分か
りません。自殺予防には悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人であるゲート
キーパーが大きな役割を果たします。あなたの大切な人を自殺の危機から救うために、心のサインに気づいてください。

あなたの大切な人の心のサインに気づいて！

「元気がない」「口数が減った」「食欲がない」
など、家族や仲間のちょっとした変化に気付い
て、声をかける。

気づく・声をかける 受け止める・傾聴

専門家に相談することを勧めましょう。
また、今後も引き続き相手を見守り、相談が
あればしっかりと受け止めるようにしましょう。

つなぐ・見守る

相手の話によく耳を傾けましょう。
相手の気持ちを尊重することが大事！
一方的に質問したり、急がせたりせず、本人が話す気になるまで、
じっくり待つことも大切なことです。

ちょっとした変化に気づくには、
日頃から周囲の様子をみたり、
関心を持っておくことが大事ですよね。
悩んでいることに気づいたら、
声をかけてみましょう。

「全国労働衛生週間」は昭和25年に第１回が実施されて
以来、本年で６７回目を迎えます。この週間は国民の労働衛
生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛
生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果た
してきたところです。
労働者の健康を巡る状況を見ますと、昨年の我が国にお
ける精神障害労災支給決定件数が472人、脳・心臓疾患の
労災支給決定件数が251人いること、勤務問題を原因・動
機の一つとしている自殺者が約2,2００人いること、近年我が
国において過労死等が多発し大きな社会問題となっているこ
となど、職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働による
健康障害防止対策は重要な課題となっています。
また、業務上疾病のうち腰痛は、昨年4,550人と、依然と
して全体の6割を超え、業種別では社会福祉施設が最も多
くなっています。
さらに、化学物質による疾病は、溶剤・薬品等による薬傷・
やけど等が多く、また、特定化学物質障害予防規則等の対
象となっていない化学物質を原因とするがんなどの遅発性の
疾病による労災事案の発生等の新たな問題も生じています。
このような状況を踏まえ、今年度は、　　

「健康職場　つくる　まもるは　
みんなが主役」

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場
における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労

働衛生管理活動の一層の促進を図ることとしています。
実施期間は、本週間が10月１日〜10月７日、その準備期
間が9月１日〜9月30日と設定されています。
この機会に日常の労働衛生活動の総点検をお願いするとと

もに、その中でも特に下記事項の取組についてご留意ください。
①改正労働安全衛生法に関する事項

ア.昨年12月に施行された改正労働安全衛生法に基づ
く、ストレスチェック制度の確実な実施

イ.今年6月に施行された改正労働安全衛生規則に基
づく、一定の危険・有害な化学物質(SDS対象物質)
に関するリスクアセスメントの着実な実施

ウ.受動喫煙防止対策の推進
②メンタルヘルス対策の推進
③�過重労働による健康障害防止対策（時間外・休日労働の
削減や、長時間労働実施者に対する医師による面接指
導等）の推進

④健康診断の適切な実施、事後措置の徹底
⑤腰痛予防対策の推進
⑥溶剤・薬品等による薬傷・やけど等の防止
⑦粉じん障害防止対策の徹底
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▪７月の全産業合計の業況DＩは、▲24.5と、前月から
+0.3ポイントのほぼ横ばい。好調な観光需要や住宅建設
の持ち直し、原材料価格の下落、依然として低い水準の燃
料費が中小企業の業況感を下支えしている。他方、英国の
ＥＵ離脱決定による株価・為替の不安定な推移や消費低迷
の長期化、人手不足の影響拡大を懸念する声も多く聞かれ
た。先行きについては、先行き見通しDＩが▲23.2（今月
比+1.3ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不
変」への変化が主因。夏の観光需要の拡大、飲食料品や家
電など夏物商品の販売増加、経済対策・補正予算に期待す
る声が聞かれる。他方、金融市場の不安定な動きに伴う消
費の一段の悪化、人手不足による受注機会の損失や人件費
の上昇、海外経済の減速など懸念材料も多く、中小企業に
おいては、先行きへの慎重な見方が続く。
▪売上面では、全産業合計の売上DＩは▲20.6（前月比
+0.9ポイント）と、ほぼ横ばい。産業別にみると、建設業は、
民間工事に持ち直しの動きがある一方、地域によっては、
公共工事の動きが鈍いとの声が多く聞かれ、悪化。製造業
は、悪化したものの、「好転」から「不変」への変化が主
因であり、実体はほぼ横ばい。新興国経済の減速や円高の
影響により、産業用機械や造船を中心に受注量の減少が続
く。卸売業は、気温上昇で需要の増加した飲食料品や、繊
維製品の底堅い動きもあり、改善。小売業は、改善したも

のの、「悪化」から「不変」への変化が主因であり、実体
はほぼ横ばい。消費者が不要な支出を控える傾向が続く中、
前年のプレミアム付商品券による売上の反動減を指摘する
声も多く聞かれた。他方、夏のセールにより衣料品販売が
好調との声も聞かれる。サービス業は、飲料品の出荷増や
中元ギフトの発送に伴い、運送業、倉庫業では受注好調と
の声が聞かれたが、人手不足に伴う受注機会の損失や、九
州・中国地方を中心に、荒天により飲食業や理容・美容業
などで客足が鈍いとの指摘が多く、悪化。
▪採算面では、全産業合計の採算DＩは▲22.2（前月比▲1.6
ポイント）と、悪化。産業別にみると、建設業は、建材価
格の下落がみられる一方で、人件費や外注費のコスト増が
深刻であるとの指摘が多く、悪化。製造業は悪化したもの
の、「好転」から「不変」への変化が主因であり、実体は
ほぼ横ばい。天候不順等により一部の農畜産物の価格が上
昇しているほか、円高の進行による取引先からのコストダ
ウン要請を指摘する声が聞かれる。卸売業は、円高による
輸入品の仕入価格下落や、仕入先や仕入商品の変更による
採算確保の動きが見られ、改善。小売業は、消費者の節約
志向が強いものの、円高による輸入商品の仕入価格下落や、
前年比では依然として低い水準にある原油価格による電気
代や輸送費の下落の恩恵が大きく、改善。サービス業は、
人件費や採用コストの増加、一部の農畜産物価格の上昇に
よる負担は大きいものの、顧客離れを懸念して、価格を転
嫁できないとの声が飲食店を中心に多く聞かれ、悪化。

▪TDB景気動向調査（2016年７月調査）によると、岡山
県下の景気DＩは前月と同数の41、9となった。ただ、前
年同月（45.7）を3.8ポイント下回り、中国5県では「広島」「山
口」に次ぐ３位に後退、全国（42.4）との比較でも0.5ポイ
ント下回り、都道府県別の順位:は前月の15位から21位に
後退した。業界別では、「建設」「不動産」「卸売」「小売」

「運輸倉庫」「サービス」が改善したものの、「金融」が横
ばい、「農・林・水産」「製造」が前月を下回った。「卸売」

「小売」「運輸倉庫」の３業界は30台にとどまったほか、「製
造」は前月を4.4ポイント下回るとともに今年最低水準と
なった。先行き見通しは、３ヵ月後44.4、6ヵ月後45.7、1
年後44.4といずれも全国（45.5、46.1、46.2）を下回り、先
行き不透明感が続いている。
▪７月27日に発表した『緊急事態発生時の対応に関する企
業の意識調査』で、中国地方に本店を置く企業の5割が事
業継続計画（ＢＣＰ）の策定をしていないことが分かった。
また、中国地方では2000年10月の鳥取県西部地震、2001年
３月の芸予地震からすでに15年が経過、地震に対する警戒
心が乏しくなっているせいか、「地震災害」への意識が全
国10ブロックで最も低い結果となった。2011年３月の東日

本大震災、今年４月の熊本地震発生による甚大な被害が日
本経済に悪影響を与えたことは記憶に新しいが、こうした
大地震のみならず、これから台風シーズンを迎えることや、
ゲリラ豪雨による浸水、土砂災害など水による自然災害が
発生するリスクが年々高まるなかで、緊急時においても事
業を継続していくためのしっかりとした防災・減災対策が
企業側に強く求められる。
▪岡山県下の2016年７月の倒産（法的整理・負債1000万円
以上）件数は、４ヵ月連続で前年同月を下回り、負債額10
億円以上の企業はなかった。資金繰りの厳しい企業に対す
る金融機関の手厚い支援に支えられて規模の大きい企業の
倒産は抑制されている一方で、業績不振に加えて人手不足
や経営者の高齢化、後継者不在などを理由に事業の継続を
断念する中小・零細企業の倒産が高止まりの状況にある。
２日に閣議決定された総額28兆円超の経済対策の中で、中
小企業への資金繰り支援が改めて強調されているが、マイ
ナス金利の導入で収益環境の悪化している金融機関が、貸
出先の企業に対する見極め・選別に取り組まなければ、本
来市場から退場すべき企業を延命させ、不良債権の先送り
につながることになる可能性が高く、将来的な倒産リスク
はさらに増長されるだろう。

〈平成28年７月調査結果〉

業況ＤＩは、ほぼ横ばい。先行きも懸念材料多く、慎重な見方が続く。
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nishida@ntcreate.co.jp  http://www.ntcreate.co.jp
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倉敷紀念病院の北側にお店が有りま
す。朝昼はモーニングとランチカフェ、
夜は居酒屋で営業していて、メニューは
豊富で居酒屋タイムは飲み放題やコース
料理もあります。

テイクアウトができる当店自慢の手羽
先もお奨めですよ！

べ

Vol. 160

コース料理

フレンチトースト

オードブル

『論
ろん

語
ご

』とは、孔子と彼の弟子達の会話を、孔子の死後、本人ではなく門人たちが書き付け
ていた言葉や問答を、死後に取り集めて編集したものです。

経営者としてやって良いことと悪いことがあるが、自分の身を振り返るのは実に難しいものあ
る。ついつい、人のことはわかっても自分のことは見過ごしてしまう。今回は、自分を見つめる
ポイントをお伝えしたい。
【原文】�子張問於孔子曰。何如斯可以從政矣。子曰。尊五美。屏四惡。斯可以從政

矣。子張曰。何謂五美。子曰。君子惠而不費。勞而不怨。欲而不貪。泰而不
驕。威而不猛。子張曰。何謂惠而不費。子曰。因民之所利而利之。斯不亦惠
而不費乎。擇可勞而勞之。又誰怨。欲仁而得仁。又焉貧。君子無衆寡。無小
大。無敢慢。斯不亦泰而不驕乎。君子正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏
之。斯不亦威而不猛乎。子張曰。何謂四惡。子曰。不教而殺。謂之虐。不戒
視成。謂之暴。慢令致期。謂之賊。猶之與人也。出納之吝。謂之有司。

� 堯曰第二十　2
【読み】�子

しちょう

張孔
こうし

子に問
と

いて曰
いわ

く、何
い か

如なれば斯
こ

れ以
もっ

て政
まつりごと

に従
したが

う可
べ

きか。子
し

曰
いわ

く、五
ご び

美
を尊
たっと

び、四
しあく

悪を屏
しりぞ

くれば、斯
ここ

に以
もっ

て政
まつりごと

に従
したが

う可
べ

し。子
しちょう

張曰
いわ

く、何
なに

をか五
ご び

美と謂
い

う。子
し

曰
いわ

く、君
くんし

子は恵
けい

して費
ついや

さず。労
ろう

して怨
うら

まず。欲
ほっ

して貪
むさぼ

らず。泰
たい

にして驕
おご

らず。威
い

ありて猛
たけ

からず。子
しちょう

張曰
いわ

く、何
なに

をか恵
けい

して費
ついや

さずと謂
い

う。子
し

曰
いわ

く、民
たみ

の利
り

する所
ところ

に因
よ

りて之
これ

を利
り

す。斯
こ

れ亦
ま

た恵
けい

して費
ついや

さざるにあらずや。労
ろう

す可
べ

きを択
えら

びて之
これ

を労
ろう

す。又
また

誰
たれ

をか怨
うら

まん。仁
じん

を欲
ほっ

して仁
じん

を得
え

たり。又
また

焉
いずく

んぞ貪
むさぼ

らん。君
くんし

子は衆
しゅうか

寡と無
な

く、小
しょうだい

大と無
な

く、敢
あえ

て慢
あなど

る無
な

し。斯
こ

れ亦
ま

た泰
たい

にして驕
おご

ら
ざるにあらずや。君

くんし

子は其
そ

の衣
いかん

冠を正
ただ

しくし、其
そ

の瞻
せんし

視を尊
たっと

くす。儼
げんぜん

然として
人
ひと

望
のぞ

みて之
これ

を畏
おそ

る。斯
こ

れ亦
ま

た威
い

ありて猛
たけ

からざるにあらずや。子
しちょう

張曰
いわ

く、何
なに

を
か四
しあく

悪と謂
い

う。子
し

曰
いわ

く、教
おし

えずして殺
ころ

す、之
これ

を虐
ぎゃく

と謂
い

う。戒
いまし

めずして成
な

るを視
み

る、之
これ

を暴
ぼう

と謂
い

う。令
れい

を慢
みだ

りにして期
き

を致
いた

す、之
これ

を賊
ぞく

と謂
い

う。之
これ

を猶
ひと

しく人
ひと

に
与
あた

うるなり。出
すいとう

納の吝
やぶさ

かなる、之
これ

を有
ゆうし

司と謂
い

う。
【解釈】�子張が孔子にたずねた。どんな心がけであれば政治の任にあたることができ

ましょうか。孔子がこたえられた。五つの美を尊んで四つの悪を退けること
ができたら、政治の任にあたることができるであろう。子張がたずねた。五
つの美というのは、どういうことでございましょう。孔子がこたえられた。

君子は恩恵を施すのにお金をかけない。民に労役させて怨まれない。欲する
ことはあるがむさぼることはない。泰然としているが驕慢ではない。威厳は
あるが猛々しくはない。これが五つの美だ。
子張がその説明を求めた。孔子はこたえられた。民がみずから利とすることに
よって民を利する、いいかえると安心させて生業にいそしませる、それが何よりの
恩恵で、それにはいたずらに財物を恵むような失費を必要としないであろう。正
当な労役や人民が喜ぶような労役をえらんで課するならば、誰を人民が怨もう。
欲することが仁であり、得ることが仁であるならば、むさぼるということにはなら
ないではないか。君子は相手の数の多少にかかわらず、また事の大小にかかわら
ず、慢心をおこさないで慎重に任務に当る。これが泰然として驕慢でないというこ
とではないか。君子は服装を正しくし、容姿を厳粛にするので、自然に人に畏敬
される。これが威厳があって猛 し々くないということではないか。
子張がたずねた。四つの悪というのは、どういうことでございましょう。孔子がこた
えられた。民を教育しないで罪を犯すものがあると殺す、それは残虐というものだ。
なんの予告も与えないでやにわに成績をしらべる、それは無茶というものだ。命令
を出す時をいい加減にして、実行の期限だけをきびしくする。それは人民をわなに
かけるというものだ。どうせ出すものは出さなければならないのに、もったいつけて
出し惜しみをする、それは小役人根性というものだ」と訳している（現代訳論語）。

【ワンポイント・アドバイス】
この五つの美を実現した人にお会いしたことがあるが、その姿が発する優しさと厳し

さの織り成す人格が威厳として伝わってきて、自分には程遠いもののように感じた。逆に、
四つの悪は、まさに自分のことと思ってしまうかもしれない。そう感じた時がチャンスで
あり、一つひとつ自分の問題点を書き出し、自分自身の指針に変えていきたいものである。

このように、自分の人格を高め、自らの考えや行動を更にレベル高いものにしていき
たいという経営者の方がいらっしゃいましたらお声かけくださいませ。共に理念型経営を
実践していきましょう。

あなたの知っている
手羽先とは違う！

8月

五
つ
の
美
を
尊
ん
で
四
つ
の
悪
を

退
け
る
こ
と
で
人
格
を
手
に
入
れ
る

H記

旅先で食べた手羽先唐揚げが忘れられず、半
年間かけて研究した甘辛手羽先。２度揚げした手
羽先に秘伝のタレを絡めた絶品の手羽先。テイク
アウトからスタートした「手羽先剛」、ゆっくりビール
を飲みながら揚げたての手羽先を食べてもらいた
いと強く思い出来たのが「Let's剛」。昼はランチ、
夜は居酒屋なので店名もカフェと和をミックスしてみ
ました。

お昼は850円のランチ約１０種類。夜はドリンク
100種類以上、フードも豊富にご用意しております。
たまに、店主の実家大分県より獲れたてのタコやア
ジフライなどもおすすめで出ることも…お弁当やオー
ドブルもご予算に合わせて御作り致します。 店主

●

アイズ
アリーナ

●
倉敷天領大黒

●baby angel

倉敷紀念病院 ●

水
島
臨
海
鉄
道

倉敷自動車
教習所

429

188

中島交差点

ＣＡＦＥ＆居酒屋 Ｌｅｔ’ｓ剛

〒７１０－０８０３ 倉敷市中島８2８－１ 都市開発ビル中島１F
営業時間／ １０:３０〜１５:００

１８:００〜2４:００
定 休 日／ 日曜日

ＣＡＦＥ＆居酒屋
Ｌｅｔ’ｓ剛
2４６６－１６６１



お客様企業の安定・成長が私達の喜びです
＜業務内容＞
法人税、所得税、相続税、贈与税他
月次決算書作成、利益（経営）計画書作成、
決算事前検討会開催、
経理改善ご提案、記帳アドバイス等

〒710-0803　
倉敷市中島2370番地14
ＴＥＬ　086-466-1255
ＦＡＸ　086-466-6100
http://www.cms-miyake.info

代表社員税理士　三　宅　孝　治
　（中国税理士会　倉敷支部所属）
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中小企業相談所コーナー

融資条件

融資限度額 ２，０００万円

利   率 １．３０％(H２８．８．１０現在)

返 済 期 間 運転資金７年以内
設備資金１０年以内

1．商工会議所地区で１年以上事業を営んでおり、所得の
申告をしている。

２．従業員が５人以下の商業・サービス業、20人以下の
製造業・その他の業種。

3．原則として６か月以前から商工会議所の経営指導を受
けており、経理内容があきらかである。

４．納付すべき税金をすべて完納している。(所得税・法
人税・事業税・県市民税)

資金使途

運 転 資 金
仕入資金／買掛金・手形の決済
給料・ボーナスの支払
諸経費の支払

設 備 資 金

工場・店舗の改築
車輌の購入
機械設備・什器備品の購入

(見積書・ｶﾀログ等が必要です)

は じ め て ご 利 用 の 方 へ
融資を受けるには、従前から商工会議所の経営指導を受
けている事が必要です。お早めに、当所の経営指導員の
指導を受けられることをおすすめします。

マル経融資制度とは、小規模事業者の方が経営改善をはかるため
に必要な運転資金、設備資金を無担保・無保証人・低利率でご利
用できる制度です。

無担保・無保証人・低利率が特徴です。

マ ケ 資ル イ 金

【お問い合わせ】倉敷商工会議所中小企業相談所 ＴＥＬ／０８６－４２４－２１１１（代）

倉敷商工会議所 地域ジョブ･カードサポートセンター倉敷
ＴＥＬ（０８６）４３６－８２８４

ジョブ･カード制度に関する
お問い合わせ先

自社のニーズに合った人材を育成できます！

正社員の経験が少ない
非正規雇用労働者

求職者

有能な人材を
育成したい企業

企　業

ジョブ・カードで
マッチング!

　ジョブ・カードを活用したOff-JT（座学等）
とOJT（実習）を効果的に組み合わせた有
期実習型訓練を通じ、有能な人材を育成し
たい企業と正社員の経験が少ない求職者と
のマッチングを促進する国の制度です。
　訓練を実施する企業では、訓練期間を通
じて訓練生の適性や職業能力などを判断し
たうえ、正社員として継続雇用できますの
で、採用時のミスマッチや早期離職のリス
クを軽減できます。加えて、一定の要件を
満たしている場合は、訓練の終了後に国か
ら助成金が支給されますので、訓練の実施
に要するコスト負担を軽減できます。

ジョブ・カード制度
とは？

ジ
ョ
ブ･

カ
ー
ド
制
度
人
材
確
保
に
取
り
組
む

事
業
主
を
ご
支
援
し
ま
す
！

有期実習型訓練の
活用のお勧め

経営者の
皆様へ





太陽光発電システム・“高品質”“低価格”を提供する
光電話・防災全般についてのお問い合わせはでんでんへ

夢を現実に。喜びを感動に。
未来を創造するＯＥＣグループ

安全第一

株式会社でんでん
〒710-0826 倉敷市老松町４–６–１１
TEL（086）425-5111㈹ FAX（086）426-0611

本社

電気・情報通信・防災設備工事・設計保守管理
情報通信設備協会 LAN認定企業
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業 務 日 誌（７月度）
１日 ・工業委員会視察研修会（〜２日）
２日 ・水島臨海鉄道沿線ガイドブック講演及び出発式
３日 ・第39回ビジネス実務法務検定試験
４日 ・第13回金融税務委員会
５日 ・倉敷天領夏祭り音楽隊パレード出場団体担当者会議
6日 ・石井主幹定年退職送別昼食会
７日 ・倉敷天領夏祭り踊り出場団体担当者説明会

・女性会第３回親睦委員会
・青年部第４回役員会

８日 ・倉敷珠算振興会第１回経営広報部会
・青年部第４回地域活性化・三斎市合同委員会

9日 ・第78回リテールマーケティング検定試験
・チームＫ6チャリティープロジェクト反省会

10日 ・第36回福祉住環境コーディネーター検定試験
・倉敷天領夏祭り第34回倉敷小町コンテスト一次審査会

11日 ・青年部第４回例会委員会
12日 ・青年部第４回例会
13日 ・倉敷天領夏祭り第２回実行委員会

・高梁川流域「倉敷三斎市」第２回執行部会議

13日 ・青年部第４回親睦委員会、第４回産業連携委員会
14日 ・倉敷市議会建設委員会市民意見交換会

・女性会第３回事業委員会
・倉敷産業デサイン研究会第67回理事会、勉強会、交流会
・青年部第４回倉敷グルメ委員会、20周年運営委員会、広報渉外委員会

16日 ・水島臨海鉄道沿線ガイドブック第２回合同取材
17日 ・高梁川流域「倉敷三斎市」
21日 ・青年部第４回拡大・研修委員会
23日 ・第46回倉敷天領夏祭り
24日 ・第20回環境社会検定
26日 ・高梁川流域「倉敷三斎市」企画運営チーム会議

・青年部第４回経営力向上委員会
27日 ・第36回正副会頭・専務理事会議

・第543回常議員会
28日 ・第19回倉敷市中心市街地活性化協議会
29日 ・チームＫ6第14回企画会議

・タウンマネージャー会議
30日 ・第60回水島港まつり（〜３１日）

平成28年８月以降開始する介護休業より雇用保険
で支給される介護休業給付金の支給率が40％から
67％に引き上げられます。
また、給付額の算定基準となる雇用保険の賃金日
額の上限額は、８月以降開始する介護休業より「30
歳から44歳までの上限額」から「45歳から59歳まで
の上限額」を適用します。
※上限額は、毎年８月１日で見直されていますが、平
成28年７月31日までの上限額では、14,210円から
15,620円となります。これにより、現在の上限額
15,620円を適用すると最大で１ヵ月当たりの支給
限度額は、170,520円から323,962円となります。

詳しくは、お近くのハローワーク(公共職業安定所)
までおたずねください。

介護休業給付金の
支給率と賃金日額の上限額が

変わります。

本年８月より



不動産に関する（売買・住宅ローン支払いなど）困ったにお答えします！　

倉敷の

編集
後記
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タ
テ
と
ヨ
コ
の
問
題
を

解
い
て
、
□
を
埋
め
て

く
だ
さ
い
。

◦□に入るのはカタカナ１文字です
◦「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字（促音・
拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
 （例：「ショック」→「シヨツク」）

◦濁音や半濁音は１文字として数えます
◦A～Dに入れた文字を並べると、季節ならではの言葉が完成
します

注
意
点

７月号の答
タ
テ
の
カ
ギ

１ 夜道の○○○○○○は危険
2 噛むのを繰り返すと疲れる
3 おしゃべりをする鳥
4 紫外線を使った管状の照明
6 小樽、スエズ、パナマ
9 冬に降る、パウダー○○○
11 手首や、一覧表のこと
14 焼き肉の味付けはコレ

ヨ
コ
の
カ
ギ

2 割ったものを踏むと気持ち良い
5 計算に使う「＝」は何記号？
7 割→分→？
8 女の子は「娘」、男の子は？
10 すごろくのゴール
12 狂言と○○は日本の伝統芸能
13 出発地点＝○○○○ライン
15 体を鍛えます

ア ■ コ ク セ キ
セ オ ヨ ギ ■ ム
■ カ ミ ■ ミ チ
チ ズ ■ オ ツ ■

カ ■ フ デ バ コ
ラ イ ネ ン ■ マ

答
A B C D E F

A B C D E F

キ ヨ ミ ズ デ ラ

株式会社 オハナ不動産
倉敷市笹沖395－7（ドコモショップ笹沖店２階）
70120－087－233　　電話番号／086－435－0010
E -ma i l／0hana@diary.ocn.ne.jp
営業時間／AM9：00～PM5：00

倉敷での任意売却のご相談はオハナ不動産にお任せ検索オハナ不動産

相 談 無 料 秘 密 厳 守

倉敷商工会議所会報を読んで下さっている皆さま、こんにち
は！オハナ不動産の山部真一です。先日、友達５人と日本最後の
清流四万十川で人生初のラフティングに挑戦してきました。倉敷
から車で約３時間、四万十川に到着。ラフティング前に地元のウ
ナギでエネルギーを補充し、ウエットスーツに着替え、注意事項
を聞いてラフティングがスタート。車が通る道からは見ることの
できない川から見る優雅な自然の中を約６キロ（約３時間）、の
んびりと下るコースです。車での行き帰りを含め、日常では感じ
ることのできない川の景色や懐かしい風景が広がっていて、大自
然の中で束の間の休息を過ごすことができました。途中からは川
に入り、ゆったりした川の流れに体をまかせていると、日々起き
ている色々なことも些細なことだと感じることができ、心がリフ
レッシュできました。ラフティングのイメージは激流を下ってい
くイメージでしたが全くそんなことも無く、日常を忘れ自然との
んびりと触れ合う大切な時間だと感じました。ご興味がある方は
是非挑戦してみて下さい！オススメですよ。
8月は「民事再生」についてお伝えします。
債務整理の種類のひとつに、 『民事再生』という債務整理の

方法があります。この『民事再生』とは、住宅ローン以外の借金
を減額する方法で、せっかく購入したマイホームは手放したくな
い、自己破産はしたくないという方に最適な方法です。詳しく説
明すると、『民事再生（個人再生）』は、任意整理で利息の引き直
し計算をして返済できない額の借金が残っていても自己破産だけ

は絶対にしたくないという方や、住宅ローンの返済が困難になっ
た場合でもマイホームを手放すことなく、生活を再建することが
できる債務整理の方法です。この方法は、地方裁判所に申し立て
することで再生計画ができますが、弁護士さんや司法書士さんに
相談して、『民事再生』を依頼する方が多くなっています。『民事
再生』を利用する対象となれる人は、継続して収入の見込みがあ
る人です。住宅ローンを入れずに、借金の総額が５０００万円以下の
ケースは、小規模民事再生になります。この小規模民事再生は手
続きが簡単な上、サラリーマンの場合には特例によって更に手続
きが簡略化されています。この『民事再生』の大きな特徴は、マ
イホームを手放すことなく生活が再生できるという点です。せっ
かく憧れのマイホームを購入しても、ここ数年にわたる不況でマ
イホームの支払いが厳しくなって、ついつい他で借金をして、マ
イホームの支払いにあてる方が多く見受けられます。マイホーム
の支払いが苦しくなったからといって、他のところで借金をして
支払いをするのはよくありません。しかし、この『民事再生』だと、
マイホームを手放すことなく借金を減らすことができます。住宅
ローンが残っている住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金が減
額され、更に利息もカットされる債務整理法が『民事再生』です。
民事再生での借金の減額は、財産の額によっても変更があります
ので、個別の計算は弁護士さんや司法書士さんなどに相談してみ
てください。

今年の夏はリオデジャネイロオリンピックが開催され、各種目でメダル獲得を目指して最後まで諦めずに健闘
する日本の選手を見て、沢山の感動をもらいました。中でも五輪４連覇は圧巻でした。
次回のオリンピックは東京で開催されますが、素晴らしいオリンピックになるように願いたいと思います�（H）

がわかった方は、官製はがきに〒住所・氏名・年齢・事業所名・電話番号をご記入の上、
下記宛先までご応募ください。正解者のなかから図書カードを３名様にプレゼント！
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再生紙を使用しています。

年 利

1.30％
H28.4.13現在

小規模事業者の方が
経営を改善するためにご利用できる

公的融資制度です。

ご相談の際には申告書・決算書各２期分、直近の試算表をご用意ください。お気軽にご連絡ください。
倉敷商工会議所 中小企業相談所 TEL 086-424-2111㈹

小規模事業者経営改善資金融資制度のご案内（通称 マル経融資制度）

まずは
ご相談を

をご利用ください!!「マル経融資制度」
ご利 用 の 要 件

融資限度額 「2,000万円」
「無担保」、「無保証人」、「低利率」

融資期間
「運転資金７年以内、設備資金10年以内」
生活衛生関係業種の「設備資金」にも利用可
（飲食業、理容業、美容業、クリーニング業など）

●従業員が20人以下（商業・サービス業は５人以下）の
法人、個人事業主の方
●当所の経営指導を６ヵ月以上受け、経理内容が明確な方
●最近１年以上当所管内で事業を行っている方
●納期限の到来している所得税・法人税・事業税・県民税・
市民税をすべて完納されている方
●許認可を要する業種はそれを受けている方

資 金 使 途

●工場・店舗の改築　　　●車輌の購入
●機械設備・什器備品の購入
（見積書・カタログ等が必要です）

●仕入資金／買掛金・手形の決済
●給料・ボーナスの支払
●諸経費の支払

運転資金

設備資金
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